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職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行う

ため、次のように行動計画を策定します。 

 

 

１．計画期間 2017年４月１日～2019年３月３１日までの ２年間 

 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

●平成２９年 ７月～ 規程の一部改定を職場労働者の代表に検討案を提案し協議 

●平成２９年１０月～ 規程の一部改定による免除制度を導入  

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成２９年 ４月～ 時間外勤務の実態把握 

●平成２９年 ７月～ 実態把握に基づく分析 

●平成２９年 ８月～ 時間外勤務削減のための対策立案 

●平成２９年１０月～ 対策の実行 

●平成３０年 ４月～ 実行した対策の分析、新たな対策の検討 

 

 

   

 ＜対策＞ 

 ●平成２９年 ４月～ 新年度管理者の異動配置 

 ●平成２９年 ４月～ 管理者・主任研修等の実施による能力の向上 

目標１：小学校就学前までの子を療育する職員の所定外労働の免除制度を導

入します。 

目標２： 所定外労働時間の削減を進めます。 

 

 

目標３：女性管理職を積極的に登用し 5割以上とします。 


